
【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先
トラックターミナルとは？

○ 私たちの生活に必要な衣服、食料品などの多種多様な貨
物は、各荷主の元から集荷（主に小型トラック）され、トラッ
クターミナルへ運ばれ、行き先毎に仕分けられます。

その後、大型トラックに積み替え、幹線輸送（都市間輸送）
により、届け先地域のトラックターミナルへ運ばれます。

最後に、集配車へ積み替え、各届け先へと配達されます。
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【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先
トラックターミナルの種別

○ 貨物の小口化・多頻度化が進むなか、効率的かつ円滑な輸
送を実現する上で、トラックターミナルは無くてはならない存
在です。

○ 多くの事業者が利用する「一般トラックターミナル」において
は、安全面や物流機能を確保する観点から、自動車ターミナ
ル法に基づく国土交通大臣の許可が必要です。

①一般トラックターミナル

:不特定多数の事業者が利用

②専用トラックターミナル

：運送会社が自社の事業のため
に利用する目的で設置したトラッ
クターミナル

国土交通大臣の
許可が必要

国土交通大臣の
許可は不要


